
事業者が知っておくべき
令和7年度の労働関係法の改正

法政大学
山本圭子
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はじめに

本日の講座の流れ
• 育児・介護休業法改正
• 高年齢者雇用安定法改正
• 雇用保険法改正
• その他の改正内容について

講師紹介
法政大学法学部講師 山本圭子
専門 労働法
著書 『ファーストステップ労働法』（共
著）、連載「労働安全衛生広報 なぜ訴訟に
つながった？やさしい判例詳説」、監修 東
京都『使用者のための労働法』、神奈川県
『労働手帳』
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法改正情報
に接したら

• 就業規則・諸規程等の点検
• 就業規則・諸規程、労使協定等の改定の必要性

の吟味
• 改定のための説明資料の作成、労働者への説明
• 過半数組合・過半数代表者からの意見聴取、協

定締結等
• 社内届出様式等の改定
• 国への行動計画・届出、公表・周知（次世代法、

女活法等）
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改正育児介護休業法
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出典：厚生労働省

男女雇用機会均等法
育児・介護休業法のあ
らまし （令和7年2
月）
https://www.mhlw.go.
jp/content/11909000/
001238364.pdf



6

出典：厚生労働省育休復帰支援プラン策定マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000344772.pdf



出典：厚生労働省

育児・介護休業法 改正ポイント
のご案内
https://www.mhlw.go.jp/conte
nt/11900000/001259367.pdf
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育児休業①

①育児休業制度の対象労働者と適用除外(日々雇
用労働者)
②有期雇用労働者への適用
③労使協定による適用除外
④育児休業の権利の性格
⑤労働者による育児休業の申出、事業主による休
業期間等の通知、事業主による休業開始予定日の
指定・通知
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育児休業②

⑥育児休業の回数（2回まで分割可）と休業期間
⑦育児休業の期間の原則（子が1歳に達するま
で）と例外
・パパ・ママ育休プラス：配偶者の育休取得があ
る場合には、1歳2ヶ月までで1年間の取得が可
・1歳6ヶ月までの育児休業の延⾧（1歳時点で父
母どちらかが育休を取得しており、待機児童と
なった場合、疾病、障害、別居等により配偶者が
養育できない場合）
・2歳までの延⾧（1歳6ヶ月時点で待機児童と
なった場合等）
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産後パパ育休

子の出生後8週間以内の柔軟な育児休業
①休業の申出期限については、原則休業の２週間
前までとする。
②分割して取得できる回数は、２回（分割する際
は初回にまとめて申出）
③労使協定を締結している場合に、労働者と事業
主の個別合意により、事前に調整した上で休業中
に就業することを可能とする。
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子の看護等
休暇

①小学校3学年修了までの子を養育する男女労働
者は、1年度あたり5日まで（小3までの子が複数
の場合は1年度あたり10日）
②取得事由・負傷・疾病にかかった子の世話・予
防注射・健康診断の受診、感染症による学級閉鎖、
入園式・卒園式・入学式の参加
③子の看護等休暇の対象労働者の範囲・日々雇用
は除く・労使協定除外は週の所定労働日数が2日
以下の労働者（令和7年4月1日より勤続6ヶ月未
満の労働者が労使協定除外から外れた）
④子の看護等休暇の取得手続等・子の看護休暇の
申し出先、申出事項、申出方法の明確化
⑤時間単位取得（パートも取得可）
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12育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf



介護休業①

①介護休業の対象労働者と適用除外(日々雇用労働
者)

対象家族（配偶者、父母及び子、祖父母、兄弟
姉妹及び孫、配偶者の父母

介護休業は、対象家族であって２週間以上の期
間にわたり常時介護を必要とする状態にあるもの
（障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援す
る場合を含む。ただし、乳幼児の通常の成育過程
において日常生活上必要な便宜を供与する必要が
ある場合は含まない。）を介護するための休業
②有期雇用労働者への適用
③労使協定による適用除外
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介護休業②

④介護休業の権利の性格
⑤労働者による介護休業の申出、事業主による休
業期間等の通知
⑥介護休業の申出時期に遅れた場合の事業主によ
る休業開始予定日の指定・通知
⑦介護休業の回数と休業期間（申出は、対象家族
１人につき３回まで。当該対象家族について、介
護休業をした日数の合計が９３日に達している場
合は、その対象家族について介護休業をすること
はできない）
⑧労働者による休業開始・終了予定日の変更・休
業申出の撤回・介護休業の終了事由

14



家族介護の
ための介護
休暇

①介護休暇制度とは：要介護状態にある家族の介
護その他の世話のための休暇制度
対象家族が1人の場合は1年度に5日まで、2人以
上の場合は10日まで
②介護護休暇の対象労働者の範囲・日々雇用は除
く・労使協定除外は週の所定労働日数2日以下の
み（令和7年4月1日より、勤続6ヶ月未満の労働
者を労使協定で除外できなくなった）
③介護休暇の取得手続等の明確化
④時間単位取得（パートも取得可）
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育児のための
所定労働時間の
短縮措置①
（短時間勤務措置）

①3歳未満の子を養育する労働者の所定労働時間
の短縮措置等（短時間勤務制度）：所定労働時間
を原則として6時間（ないし5時間45分）に短縮。
②短時間勤務制度の対象労働者：3歳に満たない
子を養育する男女労働者（日々雇用を除く）※1
日の所定が6時間未満のパートの除外と管理監督
者等（労基法41条）は不適用
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育児のための
所定労働時間の
短縮措置②
（短時間勤務措置）

③労使協定による短時間勤務制度の適用除外
・引き続き雇用された期間が1年に満たない労働
者
・週の所定労働日数は2日以下の労働者
・業務の性質または業務の実施体制に照らして、
短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる
業務に従事する労働者
※業務の性質または業務の実施体制に照らして短
時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業
務に従事する労働者を協定除外とした場合の代替
措置を講じなければならない。
代替措置は、育児休業、テレワーク、フレックス
タイム、始業終業時刻の繰り上げ繰り下げ、事業
所内保育施設の設置など（令和7年4月1日より代
替措置にテレワークが追加された)
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出典：厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf



19出典：厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf



介護のための
所定労働時間
の短縮等の
措置①

①対象者
要介護状態の対象家族を介護する労働者が、そ

の申し出により、労働者が就業しつつ要介護状態
にある対象家族を介護することを容易にする措置

介護のための所定労働時間短縮措置等の措置の
対象労働者は、１日の所定労働時間が６時間以下
でないこと、日々雇用される者でないこと、短時
間勤務制度が適用される期間に現に介護休業をし
ていない、労使協定により適用除外とされた労働
者（アその事業主に継続して雇用された期間が１
年に満たない労働者、イ１週間の所定労働日数が
２日以下の労働者）でないこと
②連続する３年間以上の期間で、2回以上の利用
ができる
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介護のための
所定労働時間
の短縮等の
措置②

③措置の内容
短時間勤務の制度（下記のいずれか）
・１日の所定労働時間を短縮する制度
・週又は月の所定労働時間を短縮する制度
・週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日
勤務や、特定の曜日のみの勤務等の制度)
・労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求す
ることを認める制度
フレックスタイムの制度
始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制
度（いわゆる時差出勤の制度）
労働者が利用する介護サービスの費用の助成その
他これに準ずる制度

21



育児・介護の
ための所定外
労働の制限
（免除）

①所定外労働の免除措置（いわゆる残業免除措
置）
②対象労働者：小学校の就学の始期に達するまで
の子を養育する労働者（日々雇用を除く）、要介
護状態の対象家族を介護する労働者
③労使協定による所定外労働の制限の適用除外
（勤続1年未満、週の所定労働日数が2日以下）
④所定外労働の免除の申出方法等（開始日の1ヶ
月前までに申出。1回の請求に付き、1ヶ月以上1
年以内の期間で申出を行う。回数に制限はない）
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育児・介護の
ための時間外
労働の制限、
深夜労働の
制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労
働者、家族介護を行う労働者に関する本人申出に
よるその他の措置
・時間外労働の制限：１か月24時間、1年150時
間まで
・深夜業の制限：午後10時～午前5時の深夜業を
制限
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出典：厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
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出典：厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
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出典：厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf



休業期間中
及び休業後の
労働条件①

①就業規則に定める事項、休業申し出に対し、取
り扱いについて文書等で示す
②職場復帰の原則
③復帰のための教育訓練
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休業期間中
及び休業後の
労働条件②

④休業期間中の賃金と所得保障(雇用保険の給付) 
・育児休業給付金（休業開始から180日間は従前賃金の
67%、その後は50%）
・介護休業給付金 従前賃金の67%
・子の出生直後の一定期間に、両親ともに（配偶者が就労
していない場合などは本人が）、14日以上の育児休業を取
得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付
金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給
（従前賃金の80％、手取額の100％を確保）。
・育児時短就業給付金（育児中の柔軟な働き方として時短
勤務制度を選択しやすくすることを目的に、２歳に満たな
い子を養育するために時短勤務（以下「育児時短就業」と
いう。）した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低
下するなどの要件を満たすときに、育児時短勤務時の賃金
の10％を支給する給付金）。
⑤産休、産後パパ育休、育児休業期間中の社会保険料の免
除と介護休業中の保険料労働者負担分の取扱
⑥年休の出勤率計算にあたって休業期間を出勤したものと
して取り扱う
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育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

出典：厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf



育児休業を
取得しやすい
雇用環境整備等

①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用
環境の整備に関する措置
②妊娠・出産（本人又は配偶者）の申出をした労
働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業
の取得意向の確認のための措置、研修の実施、相
談体制の整備等を講ずることを事業主に義務付け
る。
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出典：第69回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 資料 https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001268175.pdf
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介護休業等を
取得しやすい
雇用環境整備等

①介護に直面した労働者に対する個別周知
②休業中の待遇、休業後の賃金、配置などについ
て就業規則に定め、周知する努力義務。
③労働者が介護に直面する早い段階（40歳）に
介護休業、両立支援制度、休業の申出先等につい
て研修や情報提供を行う。
④相談体制の整備、好事例の収集・提供等
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33出典：厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
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出典：厚生労働省

育児・介護休業法 改正ポイントの
ご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/
11900000/001259367.pdf
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出典：厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf



36
出典：第69回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 資料 https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001268175.pdf
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出典：第69回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 資料 https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001268175.pdf



出典：厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf
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出典：職業安定分科会雇用保険部会（第196回） https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001263558.pdf
39



40
出典：職業安定分科会雇用保険部会（第196回） https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001263558.pdf
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出典：職業安定分科会雇用保険部会（第196回） https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001263558.pdf


